
消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用 

（全 10回シリーズ） 

 一般社団法人キャッシュレス推進協議会 

【第３回】キャッシュレス決済に関わる政府施策〔その３〕 

  第３回となる今回は、本格的に始動しつつある「キャッシュレス・消費者還元事業」の補助制度

活用にあたり、中小企業・小規模事業者（以下「中小小売店等」という。）の本制度への参加申請

に向けたステップや確認すべき事項、今後のスケジュール等について、本制度専用ウェブサイト

（https://cashless.go.jp）の公表資料に基づいて解説します。 

 ＜ポイント還元制度の現状＞ 

 決済事業者は、大きく２つに分類されます。一つは、キャッシュレス発行事業者であり、消費者に

対してキャッシュレス決済手段を提供する事業者（Ａ型決済事業者）のことを言います。もう一つ

は、加盟店支援事業者であり、中小小売店等に対して必要に応じてキャッシュレス決済手段を提

供する事業者（Ｂ型決済事業者）のことを言います。中小小売店等は、この「Ｂ型決済事業者」を通

じて本制度に参加申請し、補助金事務局に登録を行うことになります。店舗等に対する決済端末

導入補助や手数料補助も、この「Ｂ型決済事業者」経由で行うことになります。 

 なお、４月 26日現在、Ａ型・Ｂ型あわせて 116 社のキャッシュレス決済事業者が仮登録してお

り、本登録（補助金の交付決定）に向けた審査が進められています（５月中旬正式決定予定）。 

 ＜中小小売店等の参加申請＞ 

①店舗等が本制度の対象か確認を 

 本制度は、原則として中小企業基本法の中小企業等に該当する中小企業・小規模事業者が対

象です。ただし、定義上は中小企業等に該当しても、直近３年の課税所得が年平均 15億円以下

であることや、特定の事業区分、取引、商品については「対象外」になる場合があります。詳細は、

本制度ウェブサイトで事業内容や取扱商材の適用性について確認できます

（https://cashless.go.jp/assets/doc/chusyo_teigi.pdf）。 

②参加申請方法の確認を 

 本制度は、新たにキャッシュレス決済手段を導入する中小小売店等だけでなく、既に導入済み

の中小小売店等も参加可能です。新たにキャッシュレス決済手段を導入する場合は、決済事業者

から公表された「プラン」の中から、自社に合ったサービス内容を提供する決済事業者に直接連絡

のうえ、新規で手続きを行う必要があります。一方、後者で、現在利用中の決済サービスを継続利
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用したい場合には、同サービスを提供している決済事業者が本制度に登録済みかを確認のうえ、

当該決済事業者と改めて手続きを行っていただく必要があります。後者は、中小小売店等からア

クションを起こさない限り、参加手続きが行われないことに注意が必要です。 

 ③申請時の留意事項 

 キャッシュレス決済事業者が、本制度を通じて提供する「プラン」の概要は、専用ウェブサイトにリ

ストとして掲載されています（※）。具体的には、「クレジットカード」「電子マネー」「QR コード」「特定

地域向け（地域通貨、地域限定サービス等）」「ＥＣ事業向け（オンライン決済サービス）」の５つに

分類されています。 

 なお、同一の決済事業者が複数の決済サービスを提供している場合、中小小売店等は決済サ

ービスごとに申込む必要があり、それぞれに決済事業者から審査を受けます。また、本制度に参

加する中小小売店等には別途、「要件」（本制度に関する国や補助金事務局による調査への協力

等）や「義務」（ポスターの店頭掲示義務や、消費者とのキャッシュレス取引がキャンセル・取消しと

なった場合に消費者に対して当該取引のポイントが還元されないようにするための決済事業者へ

の報告義務等）が課されることになります。詳細は、参加申請するＢ型決済事業者へ確認をお願

いします。 

 中小小売店等は、決済端末を「実質無償」で導入可能であり、かつ実施期間中の決済手数料は

「実質 2.166％以下」であるものの、別途通信費など付随コストの発生や、補助期間終了後の端

末・決済手数料の取扱いが決済事業者により異なるため確認が必要です。詳細は、「加盟店向け

決済サービスのリスト」の概要をご参照ください。 

※加盟店向け決済サービスのリスト： 

https://cashless.go.jp/franchise/index.html#list 
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消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用 

（全 10回シリーズ） 

 一般社団法人キャッシュレス推進協議会 

 【第 2回】キャッシュレス決済に関わる政府施策〔その 2〕 

  前回は、わが国におけるキャッシュレス決済の普及状況や、政府の「キャッシュレス・消費者還

元事業」（以下、「ポイント還元制度」という。）の概要を紹介しました。今回も引き続きポイント還元

制度の最新動向や、同制度への参加を検討中の中小小売店等にお伝えしたい「決済ツールの種

類」「消費者と事業者のニーズ」「プラン選択」という観点で解説していきます。 

＜還元制度の動向＞ 

 経済産業省は 2019年３月、キャッシュレス決済事業者の仮登録を行い、100を超える登録希望

を受けたそうです。今後、ポイント還元事業の執行団体（補助金の運営主体）として当協議会がこ

の仮登録実務を引き継ぐことになります。その後、決済事業者の本登録を行うとともに、中小小売

店等の加盟店登録や決済端末、決済手数料の補助要領など、ポイント還元制度に参加するため

の要件等を公表する予定です。今のところ、中小・小規模事業者の対象要件は、原則、中小企業

基本法第２条の定義に準ずることとし、それ以外の要件（大企業に匹敵する規模の中小・小規模

事業者の取扱い、ならびに補助対象外となる事業・取引の詳細）については４月を目処に公表予

定です。 

 ＜決済ツールの種類＞ 

 多くの中小小売店等は、ポイント還元制度への対応に向けて、どの決済ツールを導入すればよ

いか迷っておられることと思います。ひと口に「キャッシュレス」と言っても、消費者から見れば決済

手段やサービス内容は多岐にわたっており、一方の中小小売店等の皆様にとっても導入方法は

千差万別です。そこで、「消費者」「中小小売店等」それぞれから見た視点と、決済事業者のプラン

内容を理解することで、購買シチュエーションに応じた決済ツールは何か、わが店舗に適したプラ

ンはどれかを選択しやすくなります。 

 １．消費者の視点 

 「消費者」が支払手段を選択する際の検討軸には、①どのタイミングで自分の資産から支払われ

るのか、②何を提示することで支払えるのか（支払いの媒体）の２つがあります。 

①については、「前もって支払う」「いま支払う（即時で銀行口座から引き落とされる）」「後で支払う

（月末等にまとめて支払う）」の３通りあります。「前もって支払う」ものにはプリペイド、つまり事前に

現金・銀行口座・クレジットカードから任意の金額をチャージしておき、チャージした範囲内で使え



る「電子マネー」があります。次に「いま支払う」ものには、銀行口座と連携して即時に支払を完了

させる「デビットカード」があります。「後で支払う」ものの代表例はクレジットカードです。②につい

ては、物理的な媒体として「スマートフォン」「プラスチックカード」の２種類があります。 

このように、消費者の選択肢には、３通りの支払いタイミングと２通りの支払い媒体を掛け合わせ

た６通りが存在します。 

 

２．中小小売店等が実現したいこと 

 一方、中小小売店等は、どのような決済ツールやサービスを導入すべきか。まず考えるべきは、

「消費者ニーズに如何に適合させるか」という観点です。わが店舗のお客様は、いったいどのよう

な決済を望んでいるのかイメージして決済手段を検討することが重要です。 

 とは言え、すべての決済手段に 100％応えることは難しいと思います。この場合、経営者の皆様

がキャッシュレス決済を通じて実現したいことは何か（例えば業務の効率化や販売促進等）をイメ

ージすることも検討基準の一つになります。そして最後は、コストの観点から導入可能な決済端末

（接触端末、非接触端末、コード読取機）を選択することが重要と言えるでしょう。 



消費税対策にも有効なキャッシュレス決済の活用 

（全 10回シリーズ） 

一般社団法人キャッシュレス推進協議会 

 【第１回】キャッシュレス決済に関わる政府施策〔その１〕 

  キャッシュレス推進協議会は、経済産業省から 2018年４月に公表された提言『キャッシュレス・

ビジョン』を受けて同年７月２日に設立された団体で、多くの決済事業者が各種サービスを提供し

ている中、中立的な立場からわが国におけるキャッシュレス社会の早期実現に向けた取り組み

を、産官学連携で推進しています。本連載では、世界的に急速に浸透しつつある「キャッシュレス」

について、国内外の状況やキャッシュレス普及促進に向けた取り組みなどについて紹介していき

ます。 

＜生産性向上や効率化に寄与＞ 

 現在、わが国のキャッシュレス決済比率は 19.8％（2016年）にとどまっていて、主要国と比較す

ると圧倒的に低い水準にあります。少子高齢化により、労働力人口の著しい低下が課題のわが国

において、キャッシュレス決済の普及促進は、生産性向上や社会の効率化に欠かせない要素と考

えられます。 

 こうした中、政府もキャッシュレス決済の普及に向けて積極的に取り組みを始めました。2025年

までにキャッシュレス決済比率を倍増（20％→40％）させる目標を設定し、将来的には世界最高水

準の 80％を目指す「支払い方改革宣言」が出されました。 

 ＜中小小売店等にも消費者にもメリット＞ 

 さらに、本年 10月１日の消費税率引き上げに伴う需要平準化対策として、経済産業省は 2019

年度の当初予算案で 2,798億円を計上しました。税率引き上げ後の９ヵ月間、中小企業・小規模

事業者（中小小売店等）に対しては決済手数料やキャッシュレス決済手段（決済端末等）導入コス

トの補助、キャッシュレスで支払った消費者に対しては最大５％のポイント還元や割引を補助す

る、「キャッシュレス・消費者還元事業」を実施予定です。 

 本事業は、消費税率引き上げ後の中小小売店等における需要喚起策を支援すると同時に、中

小小売店等と消費者の双方にメリットのあるキャッシュレス決済の普及・活用を目指すものであ

り、政府が目標とするわが国のキャッシュレス決済比率の引き上げにも大いに貢献し得るものと

考えています。具体的には、中小小売店等においてキャッシュレスで決済した消費者にポイントを

付与したり割引したりするための経費の一部を国がキャッシュレス決済事業者に補助するもので、

３月１日時点で公表されている情報では、下図の支援が予定されています。 



 

 

＜ポイント還元制度活用の準備を＞ 

 本事業により、中小小売店等でキャッシュレス決済の普及を阻んできた「３つの壁」（決済手数

料、導入コスト、入金サイクル）のうち、決済手数料と導入コストの２つが緩和される方向です。第

１の壁である決済手数料については、本事業実施期間中は 3.25％以下に設定されたうえで、さら

にその３分の１が国から補助されます。このため、例えば手数料率が 3.25％の場合は 2.16％程度

の負担で済むことになります。第２の壁である決済端末等については、中小小売店等は自己負担

なく導入できるようになります。 

 こうした補助・支援を中小小売店等が受けるには、本年４月１日以降、本事業へ参加するキャッ

シュレス決済事業者経由で加盟店登録・申請する必要があります。決済事業者は、３月から順次

参加を表明し、４月に特設ウェブサイト（https://cashless.go.jp/）上で公表される予定です。中小小

売店等は特設ウェブサイトに掲載される提供サービスの詳細情報を確認のうえ、決済事業者へコ

ンタクトするなど積極的にアプローチいただくことをおススメいたします。 

 ＜まずは使ってみよう！＞ 

 キャッシュレス決済は、導入する中小小売店等側も、利用する消費者側も、「まずは使ってみる」

というはじめの一歩が大きなハードルとなっているようです。今回のポイント還元制度を上手に活

用することで、こうしたハードルも乗り越えやすくなり、キャッシュレス決済のメリットを実際に体験

することで普及につながっていくと大いに期待しています。 
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